
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併処理浄化槽区域で 

単独処理浄化槽,くみ取り槽をお使いの方へ 

合併処理浄化槽に転換しませんか？ 
令和７年４月１日から 

合併処理浄化槽に転換する場合、既存の単独処理浄化槽又はくみ取り槽

の撤去費、宅内配管工事費が補助金の対象となります。 

 拡充される補助内容  

１ 既存の単独処理浄化槽、くみ取り槽の撤去費に対する補助金 

 転換に伴う単独処理浄化槽の撤去費   １２万円（上限額） 

   〃  くみ取り槽の撤去費      ９万円（上限額） 

 

２ 宅内配管工事費に対する補助金 

 転換に伴う宅内配管工事費       ３０万円（上限額） 

単独処理浄化槽やくみ取り槽のご家庭では、台所やお風呂、洗濯機などからの

生活排水は処理されず、そのまま川に放流されています。 

合併処理浄化槽では生活雑排水を併せて処理できるため、汚れを減らして海や

川への環境負荷を少なくすることができます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和７年度 補助金額  

 

＜合併処理浄化槽の設置＞ 

人槽区分 
補助額（上限額） 

住宅 事業所等 

５人槽 877,000 円 682,000 円 

７人槽 1,066,000 円 829,000 円 

１０人槽 1,485,000 円 1,155,000 円 

１１～２０人槽 2,254,000 円 1,753,000 円 

２１～３０人槽 3,476,000 円 2,703,000 円 

３１人槽～ 4,790,000 円 3,725,000 円 

＜転換に伴う撤去＞ 

補助対象 補助額（上限額） 

単独処理浄化槽の撤去費 120,000 円 

くみ取り槽の撤去費 90,000 円 

＜転換に伴う宅内配管工事＞ 

補助対象 補助額（上限額） 

宅内配管工事 300,000 円 

 
撤去費の補助対象は、既存の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を全撤去する場合に限ります。 

補助金の申請は、毎年度予算の範囲内で先着順に受け付けます。 

撤去費や
宅内配管
工事費の
補助金が
もらえる︕ 
今が転換
のチャンス
です︕ 

【事例案】 

 住宅で単独処理浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽(５人槽)を設置する場合 

 

 

                 補助額 

合併処理浄化槽の設置補助   877,000 円  

単独処理浄化槽の撤去費    120,000 円 

宅内配管工事費        300,000 円    

 

 

1,297,000 円の補助金を受けることができます 

合併処理浄化槽の補助金について      お問合せ先  福井市 上下水道局 上下水道サービス課 

 詳しくしりたい方はこちら               電話 （０７７６）２０－５６３２ 


